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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－４０℃以下で凍結した果実の粉砕物を０．００１～２００ｇ／Ｌの量で含み、かつ、
プロピレングリコールを３～５０００ｐｐｍ含む、アルコール度数が３％以下の飲料。
【請求項２】
　前記果実が、果皮及び種子を含む果実の全果である、請求項１に記載の飲料。
【請求項３】
　プロピレングリコールが６～２０００ｐｐｍである、請求項１または２に記載の飲料。
【請求項４】
　さらに苦味物質を含有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の飲料。
【請求項５】
　苦味物質を０．０３～５０ｐｐｍ含む、請求項４に記載の飲料。
【請求項６】
　苦味物質が、ナリンジン、クワシン、及びアブシンチンからなる群から選択される１つ
以上の化合物である、請求項４または５に記載の飲料。
【請求項７】
　アルコール度数が１％未満である、請求項１～６のいずれか１項に記載の飲料。
【請求項８】
　アルコール度数が０．０１％未満である、請求項１～７のいずれか１項に記載の飲料。
【請求項９】



(2) JP 6502060 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

　炭酸ガスを含有する、請求項１～８のいずれか１項に記載の飲料。
【請求項１０】
　高甘味度甘味料および／または糖をさらに含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の
飲料。
【請求項１１】
　－４０℃以下で凍結した果実を粉砕して得られた果実粉砕物を準備する工程、
　アルコール度数が３％以下の飲料用ベースを調製する工程、
　最終的に得られる飲料の容量に対する前記果実粉砕物の量が０．００１～２００ｇ／Ｌ
となるように、前記果実粉砕物を前記飲料用ベースに添加する工程、及び
　最終的に得られる飲料中のプロピレングリコールの濃度が３～５０００ｐｐｍとなるよ
うに、プロピレングリコールを前記飲料用ベースに添加する工程
を含む、飲料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酒らしい味わいが付与された又は増強された飲料、及びその製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　アルコール度数が３％以下程度の低アルコール飲料（本明細書では、微アルコール飲料
と定義する）に加え、ビールやカクテル等の酒類の香味を模倣しながらアルコール（エタ
ノール）をほとんど含まないノンアルコールビールやノンアルコールカクテル等の、いわ
ゆるノンアルコール飲料が人気を集めている。アルコール度数が１％未満のいわゆるノン
アルコール飲料の中でも、アルコール度数が０．０１％未満で、「アルコール度数０．０
０％」と商品に表示されるものが特に注目を集め、新しいジャンルを形作るに至っている
。これらのノンアルコール飲料は、アルコール（エタノール）を含まないという点ではソ
フトドリンク等の通常の飲料（非アルコール飲料）と共通しているが、モデルとなったビ
ールやカクテル等の酒類の風味に近づくように品質設計され、消費者もそのような品質を
期待しているという点で明確に異なっている。
【０００３】
　ところで、酒類、すなわちアルコール飲料は、アルコール（エタノール）に起因する甘
味と厚み、また、若干の苦味を含む「酒らしい味わい」を有する。しかし、微アルコール
飲料やノンアルコール飲料（「アルコール度数０．００％」と商品に表示されるものを含
む）は、アルコール（エタノール）をほとんど含まないため、モデルとなったビールやカ
クテル等の酒類よりも奥行きや幅が乏しいと感じられる場合がある。一方、消費者は、ア
ルコール（エタノール）を含まなくても、モデルとなったビールやカクテルのような、甘
み、厚み、及び若干の苦味を含む「酒らしい味わい」が感じられることを期待している。
このような状況から、アルコール度数が極めて低い場合において、酒らしい味わいを期待
する消費者の嗜好を満足させるような微アルコール飲料またはノンアルコール飲料の開発
は、飲料メーカー各社にとって解決すべき課題となっている。
【０００４】
　このような問題を解決するための技術がいくつか開示されている。特許文献１には、炭
素数４又は５の脂肪族アルコールと収斂味付与物質とを特定の範囲で組み合わせて添加す
ることによって、アルコール感が付与された非アルコール飲料が開示されている。特許文
献２には、シトロネロールを特定の濃度で添加することによって、アルコール感が付与さ
れた非アルコール飲料が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２―０６０９７５号公報
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【特許文献２】特開２０１２－２４９５６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように、アルコール度数が極めて低いにもかかわらず、酒らしい味わいを期待する
消費者の嗜好を満足させる飲料の開発は、飲料メーカーにとって重要な課題であり、各種
の検討がなされている。本発明は、アルコール度数が低い飲料に対して酒らしい好ましい
味わいを付与または増強することができる、新たな技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、鋭意検討した結果、アルコール度数が３％以下の飲料（アルコール度数
が１～３％である「微アルコール飲料」、アルコール度数が１％未満である「ノンアルコ
ール飲料」、さらにノンアルコール飲料の中でもアルコール度数が０．０１％未満である
「０．００％アルコール飲料」を含む）に、特定の温度以下で凍結させた果実の粉砕物を
０．００１～２００ｇ／Ｌといった特定の量で含有させると、飲料に対して「酒らしい好
ましい味わい」（アルコール感）を付与または増強することができることを初めて見出し
た。
【０００８】
　本発明は、これらに限定されないが、以下の態様を含む。
１．－４０℃以下で凍結した果実の粉砕物を０．００１～２００ｇ／Ｌの量で含む、アル
コール度数が３％以下の飲料。
２．さらにプロピレングリコールを含有する、上記１に記載の飲料。
３．プロピレングリコールを３～５０００ｐｐｍ含む、上記２に記載の飲料。
４．さらに苦味物質を含有する、上記１～３のいずれか１つに記載の飲料。
５．苦味物質を０．０３～５０ｐｐｍ含む、上記４に記載の飲料。
６．苦味物質が、ナリンジン、クワシン、及びアブシンチンからなる群から選択される１
つ以上の化合物である、上記４または５に記載の飲料。
７．アルコール度数が１％未満である、上記１～６のいずれか１つに記載の飲料。
８．アルコール度数が０．０１％未満である、上記１～７のいずれか１つに記載の飲料。
９．炭酸ガスを含有する、上記１～８のいずれか１つに記載の飲料。
１０．高甘味度甘味料および／または糖をさらに含む、上記１～９のいずれか１つに記載
の飲料。
１１．－４０℃以下で凍結した果実を粉砕して得られた果実粉砕物を準備する工程、
　アルコール度数が３％以下の飲料用ベースを調製する工程、及び
　最終的に得られる飲料の容量に対する前記果実粉砕物の量が０．００１～２００ｇ／Ｌ
となるように、前記果実粉砕物を前記飲料用ベースに添加する工程、
を含む、飲料の製造方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、アルコール度数が低いにもかかわらず、甘みや厚み、若干の苦味を有す
る酒らしい好ましい味わい（本明細書においては、単に「酒らしい好ましい味わい」、「
酒らしい味わい」、又は「アルコール感」ということもある）を存分に有する飲料を提供
することができる。このような効果が得られる理由は定かではないが、本発明者らは、特
定の低温下で凍結された果実を粉砕することにより、果実の皮や種子、繊維分、オイル分
のような通常は凍結しにくく粉砕しにくいような部分も微細に粉砕することができるよう
になり、これらの部分に特によく含まれる果実独特の複雑な味わいや苦味が飲料に適量付
与されることや、果実による味わいの厚みや甘みが付与されることによって、まるで酒を
飲んだときのような独特の苦味や厚みが再現され、飲料に酒らしい味わいを付与すること
ができるようになるのではないかと推測している。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　（凍結した果実の粉砕物）
　本発明は、－４０℃以下で凍結した果実の粉砕物を、アルコール度数３％以下の飲料に
、０．００１～２００ｇ／Ｌの量で含有させることにより、アルコール度数が低いにもか
かわらず、酒らしい味わいが高められたまたは付与された飲料を製造するものである。
【００１１】
　本発明に用いられる「果実」は、仁果類、準仁果類（柑橘類等）、核果類、漿果類、堅
果類の果実の他、果菜類であって市場では果実として扱われているもの（例えば、いちご
、すいか、メロン等）を含む。果実は、一種のみを用いてもよく、複数種を組み合わせて
用いてもよい。例えば、柑橘類果実としては、ミカン目ミカン科植物の果実が挙げられ、
例えば、レモン、グレープフルーツ（ホワイト種、ルビー種）、ライム、オレンジ類（ネ
ーブルオレンジ、バレンシアオレンジ）、うんしゅうみかん、タンゴール、なつみかん、
甘夏、はっさく、ひゅうがなつ、シイクワシャー、すだち、ゆず、かぼす、だいだい、い
よかん、ぽんかん、きんかん、さんぼうかん、オロブランコ、ぶんたんなどが挙げられる
。また、核果類果実としては、例えば、あんず（別名アプリコット）、さくらんぼ、うめ
、すもも類（にほんすもも、プルーン等）、もも類（もも、ネクタリン、黄桃等）などが
挙げられ、漿果類果実としては、例えば、ふどう（マスカット、リースリング、デラウエ
ア、巨峰等）、いちごなどが挙げられる。その他、バナナ、ブラックベリー、ブルーベリ
ー、ラズベリー、グズベリー（別名西洋すぐり）、ざくろ、りんご、なし類（にほんなし
、中国なし、西洋なし等）、かりん、キウイフルーツ、パインアップル、パッションフル
ーツ、アセロラ、ライチー、メロン、すいかなども好適に用いることができる。他の例と
しては、あけび、アテモヤ、アボカド、いちじく、オリーブ、かき、キワノ、グァバ、ぐ
み、ココナッツ、ごれんし（別名スターフルーツ）、タンゼロ、チェリモヤ、ドリアン、
なつめ、なつめやし、ハスカップ、パパイア、ピタヤ、びわ、りゅうがん、ホワイトサポ
テ、まくわうり、マルメロ、マンゴー、マンゴスチン、やまももなどがある。
【００１２】
　本発明では、これらの果実を－４０℃以下で凍結する。本発明者らは、凍結温度が－４
０℃よりも高い場合には、飲料に酒らしい味わいを付与する効果が得られないことを見出
した。果実の凍結温度は、好ましくは－８０℃以下である。凍結機や凍結方法は特に限定
されず、空気凍結法、エア・ブラスト凍結法、接触式凍結法、ブライン凍結法、液体窒素
を用いる凍結法等いずれをも用いることができる。効率的に熱交換できるという観点から
は、液体窒素（－１９６℃）を用いる凍結法が好ましい。
【００１３】
　果実は、凍結機に投入可能であれば大きさは特に制限されないが、なるべく短時間で凍
結するためには小さくカットしたほうが適切な場合があり、なるべく傷めず、また空気に
曝さずに凍結するためにはあまり切り分けないほうが適切な場合がある。果実は、果皮お
よび種子を含んだ丸ごとを用いることが好ましい。例えば、柑橘類果実を用いる場合は、
果皮をつけたままの丸ごとの果実を、２～１６程度に分割して、また約１ｃｍ角程度に細
断してから、凍結に供することができる。また、核果類果実を用いる場合は、果皮および
種子を含む丸ごとの果実を、そのまま凍結することができる。このように、果実の全果を
用いることにより、果皮や種子などに特によくみられる果実の複雑味を十分に利用するこ
とができるようになり、飲料と混合した際に酒らしさを付与することができるようになる
。
【００１４】
　凍結した果実は次いで、粉砕される。粉砕処理における粉砕機、粉砕方法は、特に限定
されない。好ましくは凍結した果実が解凍しないような低温下で、より好ましくは液体窒
素下（－１９６℃）で、なるべく短時間に行うことが好ましい。粉砕の程度は、特に限定
されないが、より細かい方が、飲料と混合した際に、果実に含まれる独特の苦味や甘味と
いった香味成分が飲料中に溶出しやすくなるため好ましい。例えば、凍結物の平均粒径が
、この分野で使用される通常の手段により測定した場合に約１μｍ～約１０００μｍ、好
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ましくは約１μｍ～約２００μｍとなるまで粉砕するのが好ましい。
【００１５】
　上記のようにして得られた－４０℃以下で凍結して粉砕した果実（以下、単に「果実粉
砕物」ともいう）は、以下で説明するアルコール度数３％以下の飲料用ベースに、最終的
に得られる飲料の容量に対する果実粉砕物の重量が、０．００１～２００ｇ／Ｌとなるよ
うに、添加される。果実粉砕物の添加量が、０．００１ｇ／Ｌ未満であると、酒らしい味
わいを付与する効果が得られない。一方、２００ｇ／Ｌよりも多く添加されると、苦味、
エグ味が強くなり飲料としての美味しさが損なわれ、飲み物として美味しく感じられなく
なる。果実粉砕物の添加量は、多くなると果実自体の風味が強くなって果実風味の清涼飲
料を飲んでいるような感覚（本明細書では、「ジュース感」ということもある）が高くな
り、酒らしさがやや減少する傾向があることから、好ましくは０．００５～２０ｇ／Ｌ、
さらに好ましくは０．００５～３ｇ／Ｌ、さらに好ましくは０．０１～１．４ｇ／Ｌ、さ
らに好ましくは、０．０１～０．４ｇ／Ｌである。
【００１６】
　（飲料用ベース）
　本発明では、上記の－４０℃以下で凍結した後に粉砕して得られた果実粉砕物を、特定
の量で飲料用ベースに混合する。本明細書において「飲料用ベース」とは、アルコール度
数が３％以下の飲用可能な液体をいう。本発明では、アルコール度数が非常に低い飲料や
、あるいはアルコールをまったく含まない飲料においても、酒らしい味わいを付与するこ
とができる。したがって、アルコール度数は、１％未満、さらには０．５％未満、さらに
は０．０１％未満であってもよい。なお、本発明において、特に断りがない限り、「アル
コール」とは、エタノールのことをいう。また、アルコール度数とは、エタノールの容量
％のことをいう。
【００１７】
　飲料用ベースの種類としては、アルコール度数が３％以下で飲用可能な液体であれば特
に限定されず、例えば、炭酸飲料、果実飲料、野菜飲料、茶系飲料、スポーツ飲料、乳性
飲料、水、各種アルコール飲料などを挙げることができる。各種アルコール飲料における
アルコールは、特に限定されず、スピリッツ類（例えばジン、ウォッカ、ラム、テキーラ
、ニュースピリッツ等のスピリッツ、及び原料用アルコール等）、リキュール類、ウイス
キー類（例えばウイスキー、ブランデー等）又は焼酎等、さらには清酒、ワイン、ビール
等の醸造酒であってもよく、これらの１種または複数を、水や他の飲料又は果汁などで希
釈してアルコール度数を３％以下としたもの（例えば、チューハイ、カクテル等）を用い
ることができる。
【００１８】
　（酒らしい味わいが付与された飲料）
　本発明では、上記の通り、－４０℃以下で凍結した後に粉砕して得られた果実粉砕物を
、アルコール度数が３％以下の飲料用ベースに、最終的に得られる飲料の容量に対する果
実粉砕物の量が０．００１～２００ｇ／Ｌ、好ましくは０．００５～２０ｇ／Ｌ、さらに
好ましくは０．００５～３ｇ／Ｌ、さらに好ましくは０．０１～１．４ｇ／Ｌ、さらに好
ましくは０．０１～０．４ｇ／Ｌとなるように添加することにより、アルコール度数が低
いか、あるいはアルコールをほとんど含まないにもかかわらず、アルコール飲料を飲んだ
ときに感じるような酒らしい味わいを飲料に付与することができる。果実粉砕物と飲料用
ベースとの混合方法は特に限定されず、予め調製した飲料用ベースに適量の果実粉砕物を
添加してもよいし、果実粉砕物に対して飲料用ベースを添加してもよい。また、果実粉砕
物を水（または温水）中に懸濁した後に、飲料用ベースと混合してもよい。飲料用ベース
と果実粉砕物とを組み合わせたら、撹拌等により、両者を十分に混合すればよい。
【００１９】
　本発明の飲料には、プロピレングリコールが含まれていることが好ましい。本発明者ら
は、本発明の果実粉砕物を含む飲料にさらにプロピレングリコールを含有させることによ
り、果実粉砕物により付与される酒らしい味わいの効果をさらに高めることができること
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を見出した。本発明の飲料におけるプロピレングリコールの含有量は、好ましくは３～５
０００ｐｐｍ、より好ましくは３～２０００ｐｐｍ、より好ましくは６～２０００ｐｐｍ
、さらに好ましくは１００～１０００ｐｐｍである。プロピレングリコールの量が３ｐｐ
ｍを下回ると、プロピレングリコールによる酒らしい味わいの増強効果はあまり感じられ
ない傾向があり、一方、５０００ｐｐｍを超えると、えぐみのような後味が感じられるよ
うになる。なお、果実粉砕物を加えずに、プロピレングリコールのみを飲料用ベースに添
加しても、酒らしい味わいの増強効果は感じられないことを本発明者らは見出している（
結果示さず）。単独では効果のないプロピレングリコールを、果実粉砕物と組み合わせる
ことにより、果実粉砕物による効果を増強させることができることは、意外な結果であっ
た。
【００２０】
　プロピレングリコールは、飲料用ベースに予め含有させておいてもよいし、飲料用ベー
スと果実粉砕物とを混合した後に添加してもよい。飲料または飲料用ベース中のプロピレ
ングリコールの含有量は、公知の手法を用いて測定することができる。例えば、高速液体
クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）や、ガスクロマトグラフィーなどを用いて測定すること
ができる。
【００２１】
　本発明の飲料には、苦味物質が含まれていることが好ましい。本発明における苦味物質
とは、飲料に配合することによって味覚に苦味を知覚せしめる物質をいう。本発明者らは
、本発明の果実粉砕物を含む飲料にさらに苦味物質を含有させることにより、果実粉砕物
により付与される酒らしい味わいの効果をさらに高めることができることを見出した。苦
味物質の種類は、特に限定されず、天然から抽出した物を用いてもよいし、市販の食品添
加物（苦味料など）を用いてもよい。具体的には、例えば、ナリンジン、クワシン、アブ
シンチン等を挙げることができる。
【００２２】
　ナリンジン（naringin）は、ナリンギンともいい、分子式Ｃ２７Ｈ３２Ｏ１４で表され
る物質である。主にミカン科グレープフルーツ（Citrus paradisi MACF.）の果皮、果汁
又は種子より、水又は室温時エタノール若しくはメタノールで抽出し、分離して得られる
。クワシン（quassin）は、クアシンともいい、分子式Ｃ２２Ｈ２８Ｏ６で表される物質
であり、ジャマイカカッシア（Quassia excelsa SW.）抽出物の主な有効成分のひとつで
ある。ジャマイカカッシア抽出物はカッシアエキスともカッシアともいい、ニガキ科ジャ
マイカカッシアの幹枝又は樹皮より水で抽出して得られる。アブシンチン（absinthin）
は、分子式Ｃ３０Ｈ４０Ｏ６で表される物質であり、主にニガヨモギ（Artemisia absint
hium）に見出される。これらの苦味物質のうち１種を用いてもよいし、２種以上を組み合
わせて使用してもよい。
【００２３】
　本発明の飲料の容量に対する苦味物質の含有量は、好ましくは０．０３～５０ｐｐｍで
あり、より好ましくは０．０３～３０ｐｐｍであり、さらに好ましくは０．０３～５ｐｐ
ｍであり、さらに好ましくは０．０３～３ｐｐｍであり、さらに好ましくは０．０３～１
ｐｐｍである。苦味物質の量が少なすぎると、苦味物質による酒らしい味わいの増強効果
はあまり感じられない傾向があり、一方、高すぎると、苦味が強くなりすぎて酒らしい味
わいが分かりにくくなる傾向がある。苦味物質の量は、使用する果実粉砕物の量に応じて
、調整することが好ましい。
【００２４】
　苦味物質は、飲料用ベースに予め含有させておいてもよいし、飲料用ベースと果実粉砕
物とを混合した後に適当な濃度になるように調整してもよい。飲料又は飲料用ベース中の
苦味物質の含有量は、公知の手法を用いて測定することができる。例えば、高速液体クロ
マトグラフィー（ＨＰＬＣ）やガスクロマトグラフィーなどを用いて測定することができ
る。
【００２５】
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　本発明の飲料は、高甘味度甘味料を含んでいても良い。本発明における高甘味度甘味料
とは、ショ糖に比べて強い甘味を有する天然甘味料及び合成甘味料をいい、食品や飲料に
配合されるものであれば特に限定されない。そのような高甘味度甘味料としては、ペプチ
ド系甘味料、例えばアスパルテーム、アリテーム、ネオテーム、グリチルリチン等；配糖
体系甘味料、例えばステビア甘味料（ステビア抽出物及びステビアを酵素処理してブドウ
糖を付加した酵素処理ステビア及びステビアの甘味成分の中で最も甘味質のよいレバウデ
ィオサイドＡを含む）、カンゾウ抽出物等；蔗糖誘導体、例えばスクラロース等；合成甘
味料、例えばアセスルファムカリウム（「アセスルファムＫ」ともいう）、サッカリン、
ネオヘスペリジン－ジヒドロカルコン等が挙げられ、これらの１種又は２種以上を適宜使
用することができる。好ましくは、高甘味度甘味料は、スクラロース、アセスルファムＫ
、及びアスパルテームからなる群より選ばれる１種又は２種以上のものである。
【００２６】
　本発明の飲料中の高甘味度甘味料の量は、特に限定されず、目的とする設計品質に応じ
て適宜決めることができるが、具体的には、１～９００ｐｐｍ程度が好ましく、５～７０
０ｐｐｍがより好ましく、１０～５００ｐｐｍがさらに好ましい。なお、当該含有量は、
高甘味度甘味料の総量である。また、高甘味度甘味料がスクラロースである場合は、１～
４００ｐｐｍであることが好ましく、５～４００ｐｐｍであることがより好ましく、１０
～３００ｐｐｍであることがさらに好ましい。高甘味度甘味料がアセスルファムＫである
場合は、１～５００ｐｐｍであることが好ましく、１０～５００ｐｐｍであることがより
好ましく、５０～４００ｐｐｍであることがさらに好ましい。本発明の飲料に配合された
高甘味度甘味料の濃度は、ＨＰＬＣ法等の公知の方法により測定することができる。高甘
味度甘味料は、飲料用ベース中に予め含有させておいてもよいし、飲料用ベースと果実粉
砕物とを組み合わせた後に添加してもよい。
【００２７】
　本発明の飲料には、上記の高甘味度甘味料に加えて、またはこれに代えて、糖を添加し
てもよい。糖は、食品や飲料に配合されるものであれば特に限定されず、例えば、ぶどう
糖、果糖、果糖ぶどう糖液糖、ショ糖、麦芽糖などが挙げられる。
【００２８】
　本発明の飲料には、その他、通常の飲料と同様、各種添加剤等を配合してもよい。各種
添加剤としては、例えば、香料、ビタミン、色素類、酸化防止剤、乳化剤、保存料、調味
料、エキス類、ｐＨ調整剤、品質安定剤等を配合することができる。これらは、飲料用ベ
ース中に予め含有させておいてもよいし、飲料用ベースと果実粉砕物とを組み合わせた後
に添加してもよい。
【００２９】
　本発明の飲料は、炭酸飲料であってもよい。本発明を炭酸飲料に適用すると、酒らしい
香気と炭酸ガスの発泡感とがあいまってチューハイ様の爽快感を楽しむことができるため
、炭酸飲料は本発明の好ましい態様の１つである。
【００３０】
　炭酸ガスは、当業者に通常知られる方法を用いて飲料中に提供することができ、例えば
、これらに限定されないが、二酸化炭素を加圧下で飲料に溶解させてもよいし、ツーヘン
ハーゲン社のカーボネーター等のミキサーを用いて配管中で二酸化炭素と飲料とを混合し
てもよいし、また、二酸化炭素が充満したタンク中に飲料を噴霧することにより二酸化炭
素を飲料に吸収させてもよいし、飲料と炭酸水とを混合してもよい。これらの手段を適宜
用いて炭酸ガス圧を調節する。炭酸飲料とする場合のガス圧は、特に限定されないが、好
ましくは１．０～３．５ｋｇ／ｃｍ２、より好ましくは１．２～２．５ｋｇ／ｃｍ２であ
る。本発明において、炭酸ガス圧は、京都電子工業製ガスボリューム測定装置ＧＶＡ－５
００Ａを用いて測定することができる。例えば、試料温度を２０℃にし、前記ガスボリュ
ーム測定装置において容器内空気中のガス抜き（スニフト）、振とう後、炭酸ガス圧を測
定する。
【００３１】
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　本発明の飲料は、アルコール度数が３％以下である。飲料用ベースの欄にも記載した通
り、本発明では、アルコール度数が非常に低い飲料や、あるいはアルコールをまったく含
まない飲料においても、酒らしい味わいを付与することができる。したがって、アルコー
ル度数は、１％未満、さらには０．５％未満、さらには０．０１％未満であってもよい。
なお、本明細書において、アルコール度数が１～３％の飲料を「微アルコール飲料」、ア
ルコール度数が１％未満の飲料を「ノンアルコール飲料」と呼ぶことがあり、また、ノン
アルコール飲料の中でもアルコール度数が０．０１％未満の飲料を「０．００％アルコー
ル飲料」と呼ぶことがある。また、上述した通り、本発明において「アルコール」とは、
エタノールのことをいい、「アルコール度数」とは、エタノールの容量％のことをいう。
本発明の飲料または飲料用ベース中のアルコール度数（容量％）は、公知の手法を用いて
測定することができる。例えば、国税庁所定分析法（平１９国税庁訓令第６号、平成１９
年６月２２日改訂）に記載の方法によって測定することができ、また、アルコール度数が
極めて微量の場合には、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）を用いて分析することができる
。
【００３２】
　本発明の飲料は、必要に応じて、殺菌、容器詰め等の工程を経て、容器詰め飲料とする
ことができる。例えば、飲料組成物を容器に充填した後にレトルト殺菌等の加熱殺菌を行
う方法や、飲料組成物を殺菌して容器に充填する方法により、殺菌された容器詰め飲料を
製造することができる。
【００３３】
　より具体的には、缶等の金属容器詰め飲料とする場合には、本発明の飲料組成物を容器
に所定量充填し、殺菌（例えば、６５℃、１０分）を行うことができ、ペットボトルや紙
パック、瓶飲料、缶飲料、パウチ飲料とする場合には、例えば９０～１３０℃で１～６０
秒保持するＦＰ又はＵＨＴ殺菌を行い、所定量を充填することができる。本発明の飲料組
成物を容器詰め飲料とする場合は、ホットパック充填法又は無菌充填法のいずれも用いる
ことができる。
【実施例】
【００３４】
　以下に本発明の内容を、本発明の実施例を参照しつつ詳細に説明するが、本発明は以下
の実施例に限定されるものではない。
【００３５】
　（実施例１）凍結温度の違いによる効果の確認
　レモン丸ごとを、－２０℃、－４０℃、－８０℃、－１９６℃の各温度下で凍結し、次
いで、粉砕して、以下の表１に示す添加量で水に添加してサンプルを調製した。－２０℃
、－４０℃、－８０℃はディープフリーザーの温度を調節し、－１９６℃は液体窒素を用
いて凍結した。得られたサンプルのそれぞれについて、以下の官能評価を行った。結果を
表１に示す。
【００３６】
　ジュース感：果汁または果実風味の清涼飲料を飲んでいるような味わいであり、アルコ
ール感（酒らしさ）と対極をなすような感覚
　アルコール感：酒を飲んでいるような厚みのある味わい
　果実感：チューハイ飲料にあるような果実感、果実の皮の苦味のようなピーリー感
それぞれについて、よく感じるを◎、感じるを○、あまり感じないがやや感じるを△、感
じないを×として４段階評価を行った。なお、ジュース感は、低い方が酒らしい味わいを
感じやすく、アルコール感と果実感は高い方が酒らしい味わいを有する飲料といえる。
【００３７】
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【表１】

【００３８】
　表１の結果より、凍結温度が－２０℃の場合には、凍結果実の粉砕物を添加しても、飲
料に酒らしい味わい（アルコール感）を付与することができず、－４０℃以下で凍結した
場合に酒らしい味わいを付与することができたことがわかる。また、－８０℃、－１９６
℃では、酒らしい味わいがさらに増強されたことがわかる。
【００３９】
　（実施例２）果実粉砕物の添加量の違いによる効果の確認
　レモン丸ごとを－１９６℃の温度下で（液体窒素を用いて）凍結し、次いで、粉砕して
、以下の表２に示す添加量で水に添加してサンプルを調製した。得られたサンプルのジュ
ース感、アルコール感、果実感について、実施例１と同様に、官能評価を行った。また、
総合評価として、飲料としての好ましさを、最も好ましいを◎、好ましいを○、やや好ま
しいを△、好ましくないを×として、４段階評価を行った。結果を表２に示す。
【００４０】
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【表２】

【００４１】
　表２の結果より、果実粉砕物の添加量が０．００１～２００ｇ／Ｌの範囲にあるときに
、アルコール感を付与することができ、また飲料としても好ましいことがわかる。また、
果実粉砕物の添加量が多くなると、ジュース感（アルコールではなく果実風味の清涼飲料
を飲んでいるような感覚）が高まり、酒らしさがやや低下し、さらに多くなると果実によ
る苦味やエグ味が強くなることがわかる。
【００４２】
　（実施例３）プロピレングリコールの効果の確認
　実施例２で調製した果実添加量０．００１ｇ／Ｌ、０．１ｇ／Ｌ、及び３ｇ／Ｌの各サ
ンプルにおいて、プロピレングリコールの濃度を以下の表３に示す濃度に調整して、官能
評価を行った。なお、「ジュース感」、「アルコール感」、「果実感」は、実施例１に記
載の基準で４段階評価をし、「総合評価」は、実施例２に記載の基準で４段階評価をし、
「後味のよさ」は、飲料としておいしく感じることのできる余韻の程度や不快感のなさに
ついて、後味がとてもよいを◎、後味がよいを○、後味がややよいを△、後味が悪いを×
として、４段階評価をしたものである。結果を表３に示す。
【００４３】
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【表３】

【００４４】
　表３の結果より、プロピレングリコールが適量存在することにより、飲料の酒らしい味
わい（アルコール感）が増強されることがわかる。
【００４５】
　（実施例４）苦味物質（ナリンジン）の効果の確認
　実施例２で調製した果実添加量０．００１ｇ／Ｌ、０．１ｇ／Ｌ、及び３ｇ／Ｌの各サ
ンプルにおいて、苦味物質であるナリンジンの濃度を以下の表４に示す濃度に調整して、
実施例１～３に記載の基準で官能評価を行った。結果を表４に示す。
【００４６】

【表４】

【００４７】
　表４の結果より、ナリンジンが適量存在することにより、飲料の酒らしい味わいが増強
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【００４８】
　（実施例５）苦味物質（クワシン）の効果の確認
　実施例２で調製した果実添加量０．００１ｇ／Ｌ、０．１ｇ／Ｌ、及び３ｇ／Ｌの各サ
ンプルにおいて、苦味物質であるクワシンの濃度を以下の表５に示す濃度に調整して、実
施例１～３に記載の基準で官能評価を行った。結果を表５に示す。
【００４９】
【表５】

【００５０】
　表５の結果より、ナリンジンの場合と同様に、クワシンが適量存在することにより、飲
料の酒らしい味わいが増強されることがわかる。
【００５１】
　（実施例６）苦味物質（アブシンチン）の効果の確認
　実施例２で調製した果実添加量０．００１ｇ／Ｌ、０．１ｇ／Ｌ、及び３ｇ／Ｌの各サ
ンプルにおいて、苦味物質であるアブシンチンの濃度を以下の表６に示す濃度に調整して
、実施例１～３に記載の基準で官能評価を行った。結果を表６に示す。
【００５２】
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【表６】

【００５３】
　表６の結果より、ナリンジンの場合と同様に、アブシンチンが適量存在することにより
、飲料の酒らしい味わいが増強されることがわかる。
【００５４】
　（実施例７）ベースのアルコール濃度の違いによる効果の確認
　以下の表７に示す各種濃度のアルコール水溶液を調製し、ここにレモン丸ごとを－１９
６℃の温度下で（液体窒素を用いて）凍結し、粉砕して得た果実粉砕物を、以下の表７に
示す添加量で添加して、実施例１、２に記載の基準で官能評価を行った。結果を表７に示
す。
【００５５】
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【表７】

【００５６】
　表７の結果より、アルコール度数が３％以下の溶液に果実粉砕物を添加することにより
、コントロール（果実粉砕物を添加していないもの）に比べてアルコール感が増すことが
わかる。一方、アルコール度数が４％であると、コントロールにおいてもアルコール感が
しっかりと感じられるため、果実粉砕物の添加による効果が分かりにくくなることがわか
る。
【００５７】
　（実施例８）果実の違いによる効果の確認
　グレープフルーツ、いちご、梅、りんごの各果実の丸ごと（種子や皮を含む）を、それ
ぞれ－１９６℃の温度下で（液体窒素を用いて）凍結し、粉砕し、各果実の果実粉砕物を
調製した。これを、以下の表８に示す添加量で水に添加して、それぞれのサンプルについ
て実施例１、２に記載の基準で官能評価を行った。結果を表８に示す。
【００５８】
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【表８】

【００５９】
　表８の結果より、グレープフルーツ、いちご、梅、りんごの果実粉砕物を添加した場合
にも、アルコール感の付与効果が得られることがわかる。
【００６０】
　（実施例９）甘味料と酸味料を含有する飲料用ベースに対する果実粉砕物添加の効果の
確認
　レモン丸ごとを－１９６℃の温度下で（液体窒素を用いて）凍結し、粉砕して得た果実
粉砕物、アセスルファムカリウム、スクラロース、及び無水クエン酸を、以下の表９に記
載の配合に従って、イオン交換水に溶解して各飲料を調製した。
【００６１】

【表９】

【００６２】
　これらの飲料と、これらの飲料におけるクワシンの濃度を０．０５～１ｐｐｍの間とな
るように調整した飲料のそれぞれについて、実施例１に記載の基準で官能評価を行った。
結果を表１０に示す。
【００６３】
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【表１０】

【００６４】
　表１０の結果より、高甘味度甘味料と酸味料を含有する飲料用ベースに対し、凍結果実
の粉砕物を添加して飲料とした場合であっても、飲料に酒らしい味わいを付与することが
できることがわかる。
【００６５】
　（実施例１０）高甘味度甘味料および／または糖を含有する飲料用ベースに対する果実
粉砕物添加の効果の確認
　レモン丸ごとを－１９６℃の温度下で（液体窒素を用いて）凍結し、粉砕して得た果実
粉砕物、高甘味度甘味料、果糖ぶどう糖液糖、及び酸味料を、以下の表１１に記載の配合
に従って、イオン交換水に溶解して各飲料を調製し、実施例１、２に記載の基準で官能評
価を行った。結果を表１１に示す。
【００６６】

【表１１】

【００６７】
　表１１の結果より、凍結果実の粉砕物を添加した場合には、甘さの種類（高甘味度甘味
料または糖）にかかわらず、飲料に酒らしい味わい（アルコール感）を付与することがで
きることがわかる。
【００６８】
　（実施例１１）炭酸飲料での効果の確認
　実施例９で調製した果実粉砕物を０．１ｇ／Ｌ含有する飲料に対して、炭酸ガスを付与
し、炭酸飲料とした。得られた炭酸飲料は、味に厚みがあり、果実のドライな味わいによ
るアルコール感があり、アルコールらしい後味と余韻が感じられ、立体的な香味が感じら
れるものとなった。
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